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群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 

群
馬
県
規
則
第
四
十
七
号 

 
 
 

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
九
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
公
示
送
達
の
方
法
） 

第
九
条
の
三 

条
例
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
県
の
使
用
に
係
る
電
子
計 

算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
公
示
事
項
（
同
条
に
規
定 

す
る
公
示
事
項
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子 

計
算
機
（
県
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通 

信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
に
限
る
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線
で 

接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す 

る
も
の
と
す
る
。 

一 

県
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
示
事
項
を
当 

該
公
示
事
項
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
も
の 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法 

律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い 

う
。
）
を
使
用
す
る
も
の 

 
 

 

附 

則 
 

こ
の
規
則
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
号
）
附
則
第
一
条

第
十
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

群
馬
県
民
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布 

す
る
。 令

和
七
年
六
月
二
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
四
十
八
号 

群
馬
県
民
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

群
馬
県
民
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
群
馬
県
規
則
第 

二
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

群
馬
県
土
砂
等
に
よ
る
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
関
係
代
執
行
費
用
徴
収
条
例
施
行
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
四
十
九
号 

群
馬
県
土
砂
等
に
よ
る
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
関
係
代
執
行
費
用
徴
収
条
例
施 

行
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
群
馬
県
土
砂
等
に
よ
る
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
関
係
代
執
行
費

用
徴
収
条
例
（
令
和
七
年
群
馬
県
条
例
第
五
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関 

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
滞
納
処
分
に
関
す
る
事
務
の
委
任
） 

第
三
条 

代
執
行
費
用
及
び
条
例
第
三
条
第
一
項
の
延
滞
金
の
滞
納
処
分
に
関
す
る
事
務
は
、
職
員

の
う
ち
か
ら
知
事
が
指
定
し
た
者
（
以
下
「
徴
収
職
員
」
と
い
う
。
）
に
委
任
す
る
。 

２ 

徴
収
職
員
に
は
、
徴
収
職
員
証
票
（
別
記
様
式
第
一
号
）
を
交
付
す
る
。 

３ 

徴
収
職
員
は
、
滞
納
処
分
の
た
め
の
財
産
の
調
査
、
検
索
及
び
差
押
え
を
す
る
場
合
は
、
前
項

の
徴
収
職
員
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。 

（
歳
入
納
付
） 

第
四
条 

徴
収
職
員
は
、
滞
納
処
分
の
た
め
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
滞
納
者
が
代
執

行
費
用
及
び
条
例
第
三
条
第
一
項
の
延
滞
金
の
納
付
を
申
し
出
た
と
き
は
、
分
任
出
納
員
と
し 

て
こ
れ
ら
を
収
納
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
収
納
し
た
代
執
行
費
用
及
び
同 

項
の
延
滞
金
は
、
出
納
員
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

代
執
行
費
用
の
滞
納
処
分
に
よ
る
公
売
保
証
金
又
は
差
押
物
件
公
売
代
金
等
の
歳
入
納
付
に
つ

い
て
は
、
群
馬
県
財
務
規
則
（
平
成
三
年
群
馬
県
規
則
第
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る 

（
滞
納
整
理
票
） 

第
五
条 

知
事
は
、
滞
納
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
代
執
行
費
用
滞
納
整
理
票
（
別
記
様
式

第
二
号
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
公
示
送
達
） 

第
六
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
公
示
送
達
は
、
県
庁
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
様
式
） 

第
七
条 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
滞
納
処
分
に
関
し
て
必
要
な
様
式
に
つ
い
て
は
、
滞

納
処
分
と
強
制
執
行
等
と
の
手
続
の
調
整
に
関
す
る
通
知
書
の
様
式
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和 

三
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
一
号
）
及
び
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
群 

馬
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
県
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

■ 

規 
 

則 

。 
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別記様式第１号（規格Ｂ８）（第３条関係） 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第  号                                 年  月  日交付 
 
 
 

群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例関係代執行費 用 
 

徴 収 職 員 証 票 
 
 
 
 

勤務所名 環境森林部廃棄物・リサイクル課 
 
 
 

職氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 
 

群  馬  県 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 用紙は、厚紙を使用し、中央に群馬県印を押すこと。 
 

（裏面） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例（平成２５年群馬県条例第４７号）抜粋 

第７条 （略） 

２ 知事は、汚染された土砂等による埋立て等が行われているおそれがあると認めるときは、当該埋立て等を行っている者に対し、直ちに当該埋立て等を停止

し、又は現状を保全するために必要な措置を命ずることができる。 

３ 知事は、汚染された土砂等による埋立て等が行われたことを確認したときは、速やかに当該埋立等区域の周辺の地域の住民に情報を提供するとともに、当

該埋立て等を行った者（当該埋立て等を行った者に対し、当該埋立て等を要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該埋立て等を行った者が当該埋立て等をす

ることを助けた者があるときは、その者を含む。）に対し、埋立て等をされた土砂等（当該埋立て等により土壌基準に適合しないこととなった土砂等を含

む。）の全部若しくは一部を撤去し、又は当該埋立て等による土壌の汚染を除去するために必要な措置を命ずることができる。 

群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例（令和７年群馬県条例第２１号）による改正前の群馬県土砂等による埋立て等の規制に

関する条例（抜粋） 

（措置命令等） 

第２２条 知事は、特定事業により埋立て等をされた土砂等による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、特定事業を行い、又は行った

者（第９条第１項第３号に規定する技術上の基準に違反して当該特定事業を行い、若しくは行った者に対し、当該違反行為を要求し、依頼し、若しくは唆

し、又は当該特定事業を行い、若しくは行った者が当該違反行為をすることを助けた者があるときは、その者を含む。次項において同じ。）に対し、期間を

定めて、当該特定事業により埋立て等をされた土砂等による災害の発生を防止するために必要な措置を命ずることができる。 

２ 知事は、第８条第１項又は第１０条第１項の規定に違反して特定事業を行い、又は行った者に対し、土砂等による災害の発生を防止するため、期間を定め

て、当該特定事業を停止し、又は必要な措置を命ずることができる。 

３ 知事は、第１２条第４項又は前条第２項の規定に違反した者に対し、土砂等による災害の発生を防止するために必要な措置を命ずることができる。 

行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）抜粋 

第２条 法律（法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。）により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為（他人が代つ

てなすことのできる行為に限る。）について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放

置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義

務者から徴収することができる。 

第５条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならな

い。 

第６条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。 

② 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 

③ 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。 

群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例関係代執行費用徴収条例施行規則（令和７年群馬県規則第４９号）抜粋 

（滞納処分に関する事務の委任） 

第３条 代執行費用及び条例第３条第１項の延滞金の滞納処分に関する事務は、職員のうちから知事が指定した者（以下「徴収職員」という。）に委任する。 

２ 徴収職員には、徴収職員証票（別記様式第一号）を交付する。 

３ 徴収職員は、滞納処分のための財産の調査、検索及び差押えをする場合は、前項の徴収職員証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しな

ければならない。 
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別記様式第２号（規格Ａ４）（第５条関係） 

代執行費用滞納整理票 

（滞納者の住所又は所在地・氏名又は名称） 

 

 

年度 備考 

代 執 行 費 用 円 納 期 限   年  月  日 

延 滞 金 円 督促状を発した日   年  月  日 

計 円 経 過 す る 日   年  月  日 

徴収内訳 

年月日 

徴収金 延滞金 

取扱者 
収入額 未収額 

延滞金 
計算額 

日数 収入額 未収額 

        

        

        

        

        

年月日 記事 

  

  

  

  

  

  

  

証券の種類 
券面金額 受託年月日 支払期日 納付年月日 備考 

記号番号 
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群
馬
県
森
林
法
関
係
代
執
行
費
用
徴
収
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
五
十
号 

群
馬
県
森
林
法
関
係
代
執
行
費
用
徴
収
条
例
施
行
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
群
馬
県
森
林
法
関
係
代
執
行
費
用
徴
収
条
例
（
令
和
七
年
群
馬
県
条
例
第

五
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
滞
納
処
分
に
関
す
る
事
務
の
委
任
） 

第
三
条 

代
執
行
費
用
及
び
条
例
第
三
条
第
一
項
の
延
滞
金
の
滞
納
処
分
に
関
す
る
事
務
は
、
職
員

の
う
ち
か
ら
知
事
が
指
定
し
た
者
（
以
下
「
徴
収
職
員
」
と
い
う
。
）
に
委
任
す
る
。 

２ 

徴
収
職
員
に
は
、
徴
収
職
員
証
票
（
別
記
様
式
第
一
号
）
を
交
付
す
る
。 

３ 

徴
収
職
員
は
、
滞
納
処
分
の
た
め
の
財
産
の
調
査
、
検
索
及
び
差
押
え
を
す
る
場
合
は
、
前
項

の
徴
収
職
員
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。 

（
歳
入
納
付
） 

第
四
条 

徴
収
職
員
は
、
滞
納
処
分
の
た
め
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
滞
納
者
が
代
執

行
費
用
及
び
条
例
第
三
条
第
一
項
の
延
滞
金
の
納
付
を
申
し
出
た
と
き
は
、
分
任
出
納
員
と
し 

て
こ
れ
ら
を
収
納
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
収
納
し
た
代
執
行
費
用
及
び
同 

項
の
延
滞
金
は
、
出
納
員
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

代
執
行
費
用
の
滞
納
処
分
に
よ
る
公
売
保
証
金
又
は
差
押
物
件
公
売
代
金
等
の
歳
入
納
付
に
つ

い
て
は
、
群
馬
県
財
務
規
則
（
平
成
三
年
群
馬
県
規
則
第
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る 

（
滞
納
整
理
票
） 

第
五
条 

知
事
は
、
滞
納
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
代
執
行
費
用
滞
納
整
理
票
（
別
記
様
式

第
二
号
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
公
示
送
達
） 

第
六
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
公
示
送
達
は
、
県
庁
及
び
条
例
第
一
条
の
代
執
行
を
行
う
場
所
を
管
轄
す
る
森
林
事 

務
所
又
は
環
境
森
林
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
様
式
） 

第
七
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
滞
納
処
分
に
関
し
て
必
要
な
様
式
に
つ
い
て
は
、
滞

納
処
分
と
強
制
執
行
等
と
の
手
続
の
調
整
に
関
す
る
通
知
書
の
様
式
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和 

三
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
一
号
）
及
び
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
群 

馬
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
県
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                                       

。 。 
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別記様式第１号（規格Ｂ８）（第３条関係） 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第  号                                 年  月  日交付 
 
 
 

群 馬 県 森 林 法 関 係 代 執 行 費 用 
 

徴 収 職 員 証 票 
 
 
 
 

勤務所名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 
 

職氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 
 

群  馬  県 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 用紙は、厚紙を使用し、中央に群馬県印を押すこと。 
 

（裏面） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林法（昭和２６年法律第２４９号）抜粋 
（監督処分） 

第１０条の３ 都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第１項の規定に違反した者若しくは同項の許可に

附した同条第４項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第１項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為

の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。 

（監督処分） 

第３８条 都道府県知事は、第３４条第１項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第６項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不

正な手段により同条第１項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要

な行為を命ずることができる。 

２ 都道府県知事は、第３４条第２項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第６項の条件に違反して同条第２項の行為をした者又は偽りその他

不正な手段により同項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることがで

きる。 

３ 都道府県知事は、第３４条の２第１項の規定に違反した者に対し、当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることがで

きる。 

４ 都道府県知事は、森林所有者が第３４条の４の規定に違反して、保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該

指定施業要件として定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従つて植栽をしない場合には、当該森林所有者に対し、期間を定めて、当該保安

林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と同一の樹種のものを植栽すべき

旨を命ずることができる。 

行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）抜粋 
第２条 法律（法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。）により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為（他人が代つ

てなすことのできる行為に限る。）について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放

置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義

務者から徴収することができる。 

第５条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならな

い。 
第６条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。 
② 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 
③ 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。 
群馬県森林法関係代執行費用徴収条例施行規則（令和７年群馬県規則第５０号）抜粋 
（滞納処分に関する事務の委任） 
第３条 代執行費用及び条例第３条第１項の延滞金の滞納処分に関する事務は、職員のうちから知事が指定した者（以下「徴収職員」という。）に委任する。 
２ 徴収職員には、徴収職員証票（別記様式第一号）を交付する。 
３ 徴収職員は、滞納処分のための財産の調査、検索及び差押えをする場合は、前項の徴収職員証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しな

ければならない。 
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別記様式第２号（規格Ａ４）（第５条関係） 

代執行費用滞納整理票 

（滞納者の住所又は所在地・氏名又は名称） 

 

 

年度 備考 

代 執 行 費 用 円 納 期 限   年  月  日 

延 滞 金 円 督促状を発した日   年  月  日 

計 円 経 過 す る 日   年  月  日 

徴収内訳 

年月日 

徴収金 延滞金 

取扱者 
収入額 未収額 

延滞金 
計算額 

日数 収入額 未収額 

        

        

        

        

        

年月日 記事 

  

  

  

  

  

  

  

証券の種類 
券面金額 受託年月日 支払期日 納付年月日 備考 

記号番号 
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群
馬
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

群
馬
県
議
会
議
長 

井 

下 

泰 

伸 
 

 

群
馬
県
議
会
規
則
第
三
号 

 
 
 

群
馬
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
群
馬
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条―
第
十
三
条
） 

 

第
二
章 

議
案
及
び
動
議
（
第
十
四
条―

第
十
九
条
） 

 

第
三
章 

議
事
日
程
（
第
二
十
条―
第
二
十
四
条
） 

 

第
四
章 

選
挙
（
第
二
十
五
条―

第
三
十
四
条
） 

 

第
五
章 

議
事
（
第
三
十
五
条―

第
四
十
八
条
） 

 

第
六
章 

発
言
（
第
四
十
九
条―

第
六
十
三
条
） 

 

第
七
章 

委
員
会
（
第
六
十
四
条―

第
七
十
六
条
） 

 

第
八
章 

表
決
（
第
七
十
七
条―

第
八
十
七
条
） 

 

第
九
章 

請
願
（
第
八
十
八
条―

第
九
十
三
条
） 

 

第
十
章 

公
聴
会
及
び
参
考
人
（
第
九
十
四
条―

第
百
条
） 

 

第
十
一
章 

秘
密
会
（
第
百
一
条
・
第
百
二
条
） 

 

第
十
二
章 

辞
職
及
び
資
格
の
決
定
（
第
百
三
条―

第
百
七
条
） 

 

第
十
三
章 

規
律
（
第
百
八
条―

第
百
十
五
条
） 

 

第
十
四
章 

懲
罰
（
第
百
十
六
条―

第
百
二
十
三
条
） 

 

第
十
五
章 

会
議
録
（
第
百
二
十
四
条―

第
百
二
十
七
条
） 

 

第
十
六
章 

協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
（
第
百
二
十
八
条
） 

 

第
十
七
章 

議
員
の
派
遣
（
第
百
二
十
九
条
） 

 

第
十
八
章 

補
則
（
第
百
二
十
九
条
の
二―

第
百
三
十
条
） 

 

附
則 

第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
会
議
に
宣
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
会
議
時
間
を
繰

り
上
げ
、
又
は
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
出
席
議
員
三
人
以
上
か
ら
異
議
が
あ
る 

と
き
は
、
討
論
を
用
い
な
い
で
会
議
に
諮
つ
て
決
め
る
。 

 

第
九
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
は
、
会
議
中
で
な
い
場
合
で
あ
つ
て
緊
急
を
要
す
る
と
き

そ
の
他
の
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
員
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
会
議
時
間 

を
繰
り
上
げ
、
又
は
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
七
条
中
「
が
連
署
し
」
を
「
が
記
名
し
」
に
、
「
連
署
し
て
」
を
「
記
名
し
て
」
に
改
め

る
。 

 

第
三
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

投
票
の
効
力
に
係
る
法
第
百
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議

長
が
定
め
る
。 

 

第
五
十
条
第
三
項
中
「
第
一
項
た
ゞ
し
書
」
を
「
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
四
条
中
「
場
所
」
の
下
に
「
（
全
て
の
委
員
が
群
馬
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
三
十
一

年
群
馬
県
条
例
第
三
十
号
）
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
出
席
す
る
場
合
は
、

そ
の
旨
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
八
十
四
条
中
「
配
布
」
を
「
配
付
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
一
条
中
「
議
場
」
の
下
に
「
及
び
傍
聴
席
」
を
加
え
る
。 

 

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
資
格
決
定
の
通
知
） 

第
百
七
条 

法
第
百
二
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
定
め
る
。 

第
百
九
条
中
「
外
と
う
、
え
り
巻
、
つ
え
、
か
さ
」
を
「
コ
ー
ト
、
マ
フ
ラ
ー
、
傘
又
は
こ
れ 

ら
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
議
長
の
許
可
を
得
た
と
き
は
」
を
「
会
議
へ
の
出
席
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
物
で
あ
つ
て
議
長
に
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
た
も
の
に
つ
い
て
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「
出
席
」
を
「
出
席
議
員
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
会
議
録
の
配
布
） 

第
百
二
十
五
条 

会
議
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の

知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算 

機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
百
二
十
九
条
の
二
及
び
第
百
二
十
九 

条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
作
成
し
た
も
の
を
議
員
及
び
関
係
者
に
配
布
す
る
。 

 

第
十
八
章
中
第
百
三
十
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
通
知
等
） 

第
百
二
十
九
条
の
二 

議
会
又
は
議
長
若
し
く
は
委
員
長
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い

て
「
議
会
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
わ
れ
る
通
知
の
う
ち
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
文 

書
そ
の
他
文
字
、
図
形
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載 

さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
（
次
項
及
び
第
六
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
「
文
書
等
」
と
い 

う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の 

規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
議
会 

等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て 

同
じ
。
）
と
そ
の
通
知
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し 

た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り 

行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
文
書
等
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長 

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き 

る
。
た
だ
し
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者
が
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り 

■ 

議
会
規
則 
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受
け
る
旨
の
議
長
が
定
め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
す
る
場
合
に
限
る
。 

３ 

前
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
に
つ
い
て
は
、
当
該

通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
通
知 

に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

４ 
第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
は
、
当

該
通
知
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ 

た
時
（
第
二
十
条
、
第
四
十
条
第
三
項
、
第
八
十
九
条
第
一
項
、
第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
百 

二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
議
員
に
対
す
る
通
知
に
あ
つ
て
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ 

れ
た
時
又
は
議
会
等
が
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者
が
当
該
通
知
を
す
べ
き
電
磁
的
記
録
に
記
録 

さ
れ
て
い
る
事
項
を
議
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
を
し
た
も
の
の
閲
覧
若
し
く
は
当
該
事 

項
に
つ
い
て
当
該
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
す
る 

こ
と
が
で
き
る
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
当
該
者
に
対
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て 

当
該
措
置
が
と
ら
れ
た
旨
の
通
知
を
発
し
た
時
の
い
ず
れ
か
早
い
時
）
に
当
該
者
に
到
達
し
た 

も
の
と
み
な
す
。 

５ 

議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則

の
規
定
に
お
い
て
署
名
し
、
若
し
く
は
連
署
し
、
又
は
記
名
押
印
す
る
こ
と
（
以
下
こ
の
項
に 

お
い
て
「
署
名
等
」
と
い
う
。
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情 

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
署 

名
等
に
関
す
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
つ
て
議
長 

が
定
め
る
も
の
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

議
会
等
に
対
し
て
通
知
を
行
い
、
又
は
議
会
等
か
ら
通
知
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り

本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
、
議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
う 

通
知
に
係
る
文
書
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
し
、
又
は
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ 

る
場
合
そ
の
他
の
当
該
通
知
の
う
ち
に
第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す 

る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
と
し 

て
議
長
が
定
め
る
場
合
に
は
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
う
ち
当
該
部
分 

以
外
の
部
分
に
つ
き
、
前
各
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
行 

わ
れ
た
通
知
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
わ
れ
た
通
知
（
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
前
二
項
の
規
定
を 

適
用
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
） 

第
百
二
十
九
条
の
三 

こ
の
規
則
の
規
定
（
第
二
十
八
条
第
一
項
（
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
に
お
い
て
議
会
等
が
文
書
等
を
作
成
し
、
又
は
保
存
す
る
こ 

と
（
次
項
に
お
い
て
「
作
成
等
」
と
い
う
。
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該 

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
文
書
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
に 

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
わ
れ
た
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
成
等
に
関
す
る
こ
の
規

則
の
規
定
に
よ
り
文
書
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
作
成
等
に
関
す
る
こ
の 

規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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